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35 号通達を撤回せよ 

振動障害の職権打ち切りを許すな！ 
307 認定基準をまもれ 

被災者の救済を早期にはかれ！ 
としていることは明らかです。 

組合は、そもそも３５号通達が出され

た当初から、労災保険法の趣旨を逸脱し

た通達だとして、その矛盾を指摘し、撤

回するよう求めてきましたが、いまだに

運用され続けています。患者の不安と混

乱を招くばかりの通達は、早期に撤回す

べきです。 

また三好監督署長は、２０１８年から不支

給決定を２件だしました。いずれも石井ク

リニック樋端医師の診断を否定したもの

です。決定までに時間がかかり、その間

組合は何回も状況を聞いたにもかかわら

ず、一切まともに答えず、あげくの果て

に「不支給」です。これでは請求人は納

得できません。 

下記の日時で決起集会と要請を行いま

す。みなさんご参加ください。 

 

三好監督署は、今年度の定期報告書にも

とづく療養の要否の判断をするにあたり、

昨年秋より各病院をまわり、主治医への調

査を行っていました。 

その結果、診断書を手渡されて初めて

「４月から経過観察」を知る人がいまし

た。また、昨年より症度区分が重くなって

いるにもかかわらず「経過観察」と記入さ

れている人もいました。 

３５号通達の運用について「療養の要否

を判断するときは主治医の意見を踏まえ

ること、所見書の提出は主治医に対して趣

旨を十分に説明すること、提出を求める時

には強制することがないよう留意するこ

と」などと決められており、今回の出来事

は三好監督署長がこれらのことを無視し

ていることの表れにほかなりません。治療

年数で一律にばっさり療養を打ち切ろう 

 

 

 

 

第６陣 ３月に和解成立の見込み 
１月１４日東京地裁にてトンネルじん肺根絶第

６陣訴訟の裁判があり、徳島から２名が参加。東

京原告８名は全員３月１６日に被告業と和解が成

立する見込みとなりました。提訴から１年４ヵ月

での和解は長年の運動の成果です。（新国立競技場

を外からながめてきました・井上撮影→） 

２月７日(金)池田総合体育館２階 
１０時 決起集会  １１時 三好監督署へ要請 

※集会は４０分程度、その後貸し切りバスで三好監督署へ移動。 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20２０年２月１日 発行 ＮO２6５－②   や ま び こ    

 ★２月の予定★ 
6   13時 一宇集会 ※変更してます 

7   10時 決起集会、三好監督署要請 

8   13時 東祖谷集会 

12  10時 木屋平集会 

13  10時  三野・三好集会 

15  10時 三加茂集会 

17  10時 第２回会計監査（西事務所） 

    15時 徳島健生病院定期協議会 

18  10時 西祖谷集会 

  13時 四国労災部会役員会 

19 9時半 県本部常任会議（徳島） 

20  10時 半田集会  

21  13時 徳島集会 

22  10時 井川・池田集会 

25  18時 西部診療所定期協議会  

27～28  全国労職部会中間会議（東京） 

29～3/1  振動障害研究会（函館） 

1 月の報告 
11  徳島労連春闘集会・旗開き（井上） 
21  四国労災部会役員会（井上、山田） 
24～26 中央執行委員会（東京／井上） 
27  いのけん徳島センター理事会（井上） 
 

２０２０年 ４会場で職業病相談会 

 
 

 

 

昨年１２月から４会場（鳴門、西部、阿波、美馬）

で相談会を行い、１８名から相談が寄せられました。 
 

★男性１７名、女性１名 

★２０代１名、４０代１名、５０代１名、６０代８名、

７０代７名 

★振動障害１１件、上肢障害２件、難聴１１件、アス

ベスト２件、メンタル１件、身障者１件 

★建設５名、大工４名（うち１名は自営）、左官２名

（うち１名は自営）、溶接１名、トンネル１名、林

業３名、生コンダンプ１名、歯科技工士１名 

★組合員の紹介７名、新聞折込５名、市の広報誌３名、

池田ちらしまき１名、近所のすすめ１名、インター

ネット１名 
 

振動工具を使って手指・肘の不調を訴える人や、健
康診断の聴力検査で「所見あり」と言われている人が
多くいました。まだ現場で就労している人も「話を聞
きたい」と参加してきました。 

 またすでに自分の健康保険で両手首の

「母指ＣＭ関節症」を手術したが、振動

工具も使い上肢に負担のかかる仕事をし

てきたせいではないかと労災を疑い相談

に来た男性がいました。昨年末、池田フ

レスポ前で私たちが配ったチラシを奥さ

んが持ち帰り、「相談してみようと思っ

た」とのことでした。 

インターネットで徳島健生病院を見つ

け、県外から石井クリニックに直接診察

に来た男性は、病院から建交労を紹介さ

れ、組合事務所に足を運んでもらいまし

た。個々の相談に合わせて各病院と連携

をとりながら労災請求をすすめます。 

 

12月 25日池田フレスポでちらしまき後、「八千
代」でランチ。人が少ないなぁと嘆いていたが、
そのうちの一人が相談会参加に結びついた。 
 

西部診療所での様子。撮影は藤峰さん 

 


